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委員の質問・意見について 

意見･質問 市の考え 

・障害児相談支援 

 １人の児童に対して、複数回ケース会議を要

する児童が増えており、つなぐ事が出来る福祉

サービス事業所も限られています。 

 市として、今まで以上に障害児の計画立案で

きる事業所を増やしたり、重度の行動障害や医

療的ケア児が通える事務所を増やすことをお

願いしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・医療的ケア児支援の為に、市（障害福祉課、

こども課、健康増進課）のどこが主体的に動い

ていこうと考えておられますか。 

 

 

 

 

 

 

指定障害児相談支援事業所が不足している

ことについては市としても認識はしており、当

該事業所を増やすため一定の働きかけ等は行

っているものの、実際には増えていないという

のが現状ですが継続の課題としては認識をし

ています。 

また、相談支援専門員の業務が過剰となって

いる実態もあることから、今後、セルフプラン

の活用も視野に検討していきたいと考えてい

ます。 

重症心身障害児に対応した児童発達支援及

び放課後デイサービス事業所は、市内でそれぞ

れ１か所整備されていますが、まだ不十分であ

ると認識しています。また、今年度から新たに

創設された居宅訪問型児童発達支援事業所も

整備されていないことから、通所が困難な児童

への支援のため、今後とも事業参入を働きかけ

ていきたいと考えています。 

 

現在、羽曳野市地域自立支援推進会議におい

て、医療的ケア児支援のための関係機関の協議

の場を設置していることからも当課において

主体的役割を果たすことを想定しています。し

かしながら、関係課との連携も重要であること

から、今後、関係課との連携を強めて充実して

いきたいと考えています。 

 

 

 

 


